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尼崎市住宅政策審議会条例 

（設置） 

第１条 尼崎市住宅マスタープランの策定に関する事項その他の本市における住宅政

策に関する重要な事項を調査審議させるため、市長の付属機関として、尼崎市住宅政

策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市議会議員 

⑶ 市民の代表者 

⑷ 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

３ 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に

臨時委員を置くことができる。 

４ 臨時委員は、第２項各号に掲げる者のうちから市長が会長の意見を聴いて委嘱する。 

５ 臨時委員は、第３項の特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱される

ものとする。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の委員の任期は、

前任の委員の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（招集） 

第５条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第６条 審議会は、委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の半数以上が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 
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（部会） 

第７条 審議会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会を置くことがで

きる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 第４条第３項及び前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、前

条第１項中「、委員」とあるのは「、部会に属する委員」と、同条第２項中「委員」

とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

（意見の聴取等） 

第８条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席さ

せて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審

議会に諮って定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（尼崎市営住宅等審議会条例の廃止） 

２ 尼崎市営住宅等審議会条例（平成２９年尼崎市条例第１８号）は、廃止する。 

（招集の特例） 

３ 最初に招集される審議会は、第５条の規定にかかわらず、市長が招集する。 



尼崎市住宅政策審議会公開取扱要領（案） 

（目的） 

第１条 この要領は、尼崎市住宅政策審議会及び部会（以下「会議」という。）の公開

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会議の公開） 

第２条 会議は原則として公開とする。ただし、尼崎市情報公開条例（平成16年尼崎

市条例第47号）第24条各号に該当する場合又は会長若しくは会議の座長がやむを得

ないと認めた場合は、会議の全部又は一部を非公開とする。 

（会議開催の通知） 

第３条 会議の開催にあたっては、事前に会議の開催予定内容を市民に公表するものと

する。ただし、あらかじめ全部を非公開とすることと決定した会議又は会議を緊急

に開催する場合はこの限りでない。 

２ 前項の公表は、日時、場所、審議事項及び傍聴の定員等を記載した会議開催の通知

を尼崎市役所１階掲示板へ掲示するほか、尼崎市のホームページへの掲載等の方法

により行う。 

（傍聴の手続き等） 

第４条 傍聴者の定員は、原則１０人以内とする。ただし、会長又は会議の座長が認め

た場合は、この限りでない。 

２ 傍聴の受付は、傍聴の希望者が会議の当日、会議開催時刻の３０分前から１５分前

までに会議開催場所に参集し、傍聴申出書（様式第１号）に必要事項を記入の上、

申し出ることによって行うものとする。 

３ 希望者が定員を超えるときは、申込者間の協議又は抽選により傍聴者を決定する。 

４ 会議開催の１５分前以降の希望者については、定員の範囲内において、先着順で傍

聴できるものとする。 

（傍聴券の発行） 

第５条 傍聴者は、傍聴許可証（様式第２号）の交付を受け、これを所持しなければな

らない。 

２ 傍聴許可証を持たない者は、会議を傍聴することができない。 

３ 傍聴許可証の交付を受けた者は、傍聴を終えたときに傍聴許可証を返還しなければ

ならない。 

（傍聴できない者） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

⑴ 凶器その他、人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者 

⑵ 酒気を帯びていると認められる者 

⑶ 写真機、撮影機、録音機、録画機器の類を携帯している者 

⑷ 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす恐れがあると

会長又は会議の座長が認めた者 

（傍聴者の守るべき事項） 
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第７条 傍聴者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。 

⑴ みだりに傍聴席を離れないこと 

⑵ 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと 

⑶ 私語、談話、拍手等をしないこと 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと 

⑸ 携帯電話の電源を切ること。 

⑹ その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと 

（写真、映像等の撮影及び録音等の禁止） 

第８条 傍聴者は、写真、映像等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あ

らかじめ申し出があり、会長又は会議の座長が会議に諮り許可を得た場合は、議事

に入る前に限り認める。この場合、第６条第３号の規定は使用しない。 

２ 前項ただし書の規定により、会議の許可を得ようとする者は、写真撮影等許可願

（様式第３号）を提出しなければならない。 

（傍聴者の退場） 

第９条 傍聴者は、次の各号に規定する場合は、速やかに退場しなければならない。 

⑴ 会議が非公開と決定したとき 

⑵ 傍聴者が、この要領に違反し、会長又は会議の座長が退場を命じたとき 

（会議資料の取扱い） 

第10条 会議資料は、尼崎市情報公開条例第７条に規定する情報（以下「不開示情報」

という。）が含まれている部分を除き、会議開催時間において、傍聴席にて閲覧

し、会議終了後に回収する。 

２ 会議資料は、不開示情報が含まれている部分を除き、会議終了後に尼崎市のホー

ムページで公開する。 

（報道関係者の取扱い） 

第11条 報道関係者（尼崎市記者クラブに所属する記者をいう。）は、第４条の規定に

関わらず公開の会議を傍聴することができる。 

２ 第６条から第９条までの規定は、報道関係者が公開の会議を傍聴する場合に準用す

る。この場合において、「傍聴者」とあるのは「報道関係者」、「傍聴席」とある

のは「報道関係者席」と読み替えるものとする。 

（会議の要旨の公開） 

第12条 議事要旨の作成後、不開示情報が含まれている部分を除き、その要旨を尼崎市

のホームページで公開する。 

（その他） 

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、会長が審議会に諮り定

めるものとする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和元年１０月１日から施行する。



（様式第１号） 

傍 聴 申 出 書 

尼崎市住宅政策審議会 

第  回 令和  年  月  日開催 

番号 住 所 氏 名 
（事務局記入欄）

傍聴許可証NO. 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 



（様式第２号） 

No. ○○ 

傍 聴 許 可 証 

尼崎市住宅政策審議会 

第  回 令和  年  月  日開催 



（様式第３号） 

写 真 撮 影 等 許 可 願 

撮影等年月日 第  回 令和  年  月  日 

撮影等の目的 

撮影者等の 

住所・氏名 

（住 所） 

（氏 名） 

フラッシュ 

使用の有無 有 ・ 無

備考 

上記のとおり許可願います。 

令和  年  月  日 

尼崎市住宅政策審議会 会長 様 

（申請者氏名）            ㊞   



尼崎市住宅マスタープランの改定について 

〇尼崎市では、住まいやまちづくりに関する施策のあり方を示す「尼崎市住宅マスタープラン

2011」を平成 23 年３月に策定している。この計画は、市民、事業者、行政など、本市の住

まいやまちづくりに関わる様々な主体が共有すべき指針として定めたものであり、計画に基

づき、住まい・まちづくりに係る課題への対応や尼崎市における豊かな住生活の実現に向け

た取組を行ってきた。 

○本市ではその後、平成 25 年に新たな「尼崎市総合計画」を、平成 27 年に「尼崎人口ビジョ

ン・尼崎版総合戦略」を策定し、「人口の年齢構成バランスを重視する」「活動人口の増」「交

流人口の増」を重視しながら、子育てファミリー世帯を中心とした現役世代の定住・転入の

促進などに向けた取組を進めているところである。 

○またこの間、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の制定（平成 27 年２月施行）や「住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正（平成 29 年 10 月施

行）等社会情勢が移り行く中、本市においても、少子高齢化・人口減少の急速な進展、空き

家のさらなる増加、地域コミュニティの希薄化、マンションの老朽化等、住宅を取り巻く状

況の変化に対応してきているが、今後もこうした時代の変化を見極め、的確に対応すること

が求められている。 

〇このたび、現行計画の期間終了を迎えるにあたり、これらの背景や社会情勢の変化、施策の

効果等を踏まえ、現行計画の点検を行い、本市の地域特性を踏まえた今後の住まいやまちづ

くりの指針として、「尼崎市住宅マスタープラン」を改定する。
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■ 今後の流れについて 

主な議題（予定）

第１回 

（ 本日 ） 

○ 尼崎市住宅マスタープランの改定について（諮問） 

○ 住まい・まちづくりの現状と改定に向けた論点 

第２回 

（ 11 月 ） 

○ 市民アンケート・事業者ヒアリング等の結果について【報告】

○ 全体構成案について 

○ 目標・基本方針案について 

第３回 

（令和２年１月）

○ 民間賃貸住宅オーナーアンケート（速報版）・事業者ヒアリング等の

結果について【報告】

○ 住宅セーフティネットに係る推計等について【報告】

○ 全体構成、目標・基本方針について 

○ 目標別の方向性について 

○ 重点施策候補について 

第４回 

（ ３月 ） 

○ 民間賃貸住宅オーナーアンケートの結果について【報告】

○ 改定素案について  

４月中 パブリックコメントの実施

第５回 

（ ４月 ） 

○ 重点施策の具体的な内容について 

○ 成果指標について 

※パブリックコメントと並行して開催 

第６回 

（ ５月 ） 

○ 重点施策の具体的な内容について 

○ 成果指標について 

○ 改定案について 

第７回 

（ ６月 ） 
○ 改定案のとりまとめ （答申） 

７月 「尼崎市住宅マスタープラン」の策定・公表



現行計画の「基本理念」・「住まい・まちづくりの目標」・「取組の方向性」

“いきいきと住み続けられる安心・快適居住都市 尼崎”の実現

＜基本理念＞

＜取組の方向性＞ 

※（ ）内は資料５－２の該当ページ ＜住まい・まちづくりの目標＞

（１）子育てファミリー世帯の居住の促進 
①子育てファミリー世帯に対する住宅取得支援（P２４） 
②公的賃貸住宅における子育て世帯への入居支援（P２８） 
③子育てに適した住まいづくりの促進（P２９） 

快適で質の高い住宅・住環境の形成 
①長期優良住宅の普及（P１５） 
②省エネリフォームの促進（P１６） 
③環境に配慮した住宅・住環境の誘導（P１７） 
➃住宅建設に係る規制・誘導手法の見直し（P１９） 
⑤地区計画や建築協定などの地区まちづくりへの支援 
（P２０） 
⑥景観計画の策定（P２１） 
⑦大規模遊休地などでの住宅地開発の誘導（P２２） 

目標２ 

快適で質の高い住まい・まちづくり 

（２）高齢期に適した住宅・住環境の整備 
①高齢期に適した住宅制度の普及（P3１） 
②バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進（P34） 

目標４ 

住宅困窮者の居住安定に配慮した住

まい・まちづくり 

目標３ 

ライフステージに応じて住み続けら

れる住まい・まちづくり 

（２）安心して暮らせる賃貸住宅の活用 
①公的賃貸住宅との連携（P４１） 
②高齢者等の入居を拒まない民間賃貸住宅の普及・居住支 
援サービスの充実（P４１） 
③民間賃貸住宅施策の推進（P４１） 

（３）高齢者等が地域で住み続けるための福祉と連携 
した支援の充実 

①市営住宅の建替などにあわせた居住環境の整備（P35） 
②地域における見守りの促進（P３６） 
③住まいに関する情報提供の充実（P３６） 

（１）計画的な市営住宅の整備・供給等の推進 
①建替と耐震改修による耐震化の推進（P３７） 
②管理戸数の見直し（P３７） 
③エレベーター設置の推進（P３７） 
➃管理・運営のあり方（P３７） 

（１）住まいの安全性の向上 
①既存住宅の耐震診断、耐震改修の促進 （P１） 
②住宅のバリアフリー化の促進（P２） 

目標１ 

安心して暮らせる安全な住まい・まち

づくり 

（２）住宅地の安全性の向上 
①老朽住宅の建替、密集住宅地での防災性の向上に向けた 
まちづくり支援（P5） 
②住宅地の防災・防犯性の向上（P5） 

（４）住まいの信頼性の向上 
①住宅性能表示制度の普及（P１３） 
②住宅履歴情報の活用などの普及（P１３） 

住まい・まちづくりに関する協働の仕組みづくり 
①すまいづくり支援会議の設置（P４４） 
②住宅マスタープラン庁内連携推進会議の設置（P４４） 
③住まい・まちづくりに向けたコミュニティづくり（P４４）

横断的な目標 

市民自らが考え選択できる協働の 

住まい・まちづくり 

（３）適切な維持管理・リフォームの促進 
①住宅のリフォームの促進（P１０） 
②マンションの適正な管理等への支援（P１２） 

【成果指標】 
 持家のリフォーム工事実施率（直近 5
年間） 

 住宅の耐震化 

【成果指標】 
 新規に供給される戸建住宅の敷地面積 
 新規供給住宅に対する長期優良住宅の
占める割合 

【成果指標】 

 子育て世帯の誘導居住面積水準以上世帯
率 

 高齢者のいる世帯の住宅のバリアフリー化
率 

 新規建設住宅のうち床面積 100 ㎡以上 
（分譲マンションは 75 ㎡）の住戸数の割合 

【成果指標】 
 市営住宅の耐震化率 
 市営住宅のエレベーター充足率 
 最低居住面積水準未満率 

資料５－１ 
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改定に向けた主要な論点（まとめ）

現行計画の目標１ 安心して暮らせる安全な住まい・ まちづくり 

■民間賃貸住宅のバリアフリー化の促進について （P4） 

・持家については市の助成等もあり、バリアフリー化が一定進んでいる一方、入居者の裁量で実施する

ことが困難な民間賃貸住宅のバリアフリー化が遅れている現状がある。 

〇尼崎市は他市と比べても民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯が多い中で、住宅セーフティネットとして高齢

者等の受け皿となりうる民間賃貸住宅のバリアフリー化の促進について、どのように考えるべきか（バリアフ

リー改修の支援策が必要か、新築時の誘導方策が必要か等）。 

■高齢化が進む密集市街地における住宅・住環境の質の向上について （P9） 

・密集市街地では高齢化が周辺地域よりも進む中で、従来からの基盤整備（不燃化や避難路確保等）等

に加えて、所有者の判断力低下による管理不全化の進行や流通の支障増大への対応、所有者不明土地

の利用円滑化が求められる。 

・特に人口減少が続くこれらの地域においては、上記の課題に対応しながら、現居住者が建替や住み替

え等を経ても慣れ親しんだ地域に住み続けられることが必要である。 

・コミュニティ持続のためには、若年・子育て世帯が地域内で居住できる環境を整備することも考えら

れる。 

〇現居住者が住宅の質の向上を図りながら（建替・住み替えなど）、慣れ親しんだ地域に住み続けられるよう

に、地域内でいかに住まいを確保するか。 

〇コミュニティ持続のための若年・子育て世帯向けの住宅供給について、どのように考えるべきか。 

■老朽危険家屋対策について （P9） 

・他市と比べても住宅の腐朽・破損割合が高い中で、老朽危険家屋対策（空き家等）については喫緊の

課題である。 

・こういった老朽危険家屋が生まれる要因としては、建替え等が困難な未接道地や所有者不明家屋・土

地などが考えられる。 

・腐朽・破損のある空家のうち長屋の占める割合が多く、権利関係の複雑さや空家と居住中の住宅が混

在するなど課題が多い。

〇老朽危険家屋化対策のあり方について、どのように考えるべきか（所有者への直接的な働きかけ、賃貸住宅

経営の適正化等）。 

※空き家ストックの有効活用（流通等）については「目標３」に記載 

■地震・津波・洪水・高潮等への住宅政策としての対応について （P9） 

・近年地震・津波・洪水・高潮など深刻な災害が全国で多発しており、住宅側としても何らかの対策を

考えていくことが必要である。 

・想定しうる最大規模の水害が発生した場合、尼崎市は市域の４分の３が浸水するなど、深刻な被害が

発生する恐れがある。 

資料５－３ 
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〇これらの災害に対応していくための住宅政策としての取組のあり方について、どのように考えるべきか。 

■高経年マンションの適切な管理運営の促進について （P13） 

・旧耐震基準のマンションが全体の 23％を占める中で、深刻な管理上の問題があるマンションはまだ少

ないが、入居者の高齢化、管理規約の時代に応じた見直し、マンション内及び地域コミュニティの希

薄化、築 15 年以上で大規模修繕未実施等の課題に対応していく必要がある。 

・一方で、マンション施策の取り組み認知度は低い状況も見られている。 

〇上記のような状況がある中で、高経年マンションの適切な管理運営の促進について、どのように考えるべき

か（意識啓発、コミュニティ維持、所有者情報の把握、管理組合理事の外部化など）。

現行計画の目標２：快適で質の高い住まい・まちづくり 

■高い環境性能を有した次世代型住宅地の誘導について （P18） 

・これまで市内の大規模住宅地において、環境に配慮した先進的な取組が進められてきた。また、省エ

ネ制度改正などにより新築住宅の省エネ化も進めていく動きがある。 

・尼崎市として環境モデル都市や尼崎版 SDGs を掲げる中で、AI・IoS／IoT 活用、高い環境性能を有し

た次世代型の住まい・住宅地およびエコライフの提案等の次世代型の住宅地の形成を進めることと合

わせて、高い環境性能を確保した住宅建設の誘導を進めていくことが考えられる。 

〇上記のような状況がある中で、高い環境性能を有した次世代型住宅地の誘導のあり方について、どのように

考えるべきか。  

 （一定規模以上の住宅開発が行われる際には、街区内のエネルギー管理を推進するとともに、環境配慮行動
の促進や地域経済活性化などの付加価値のあるまちづくりを進める、デベロッパー等に広く参画してもらう。
等） 

■一定の質を確保した賃貸住宅の誘導について （P20） 

・新設住宅着工市場の６割を賃貸住宅が占める中で、賃貸住宅の住戸面積は依然小規模な状況にある。

子育て世帯のさらなる定住化を目指す中では、若年夫婦やファミリー向けの賃貸住宅の供給促進や賃

貸住宅の質の向上が重要である。 

〇一定の質を確保した賃貸住宅の誘導のあり方について、どのように考えるべきか。 

■子育て世帯にとって魅力的な住宅開発の誘導について （P23） 

・大規模遊休地での子育て世帯等をターゲットとした住宅地開発など、一定の質の住宅を供給できてい

る中で、子育て世帯の転出傾向が緩和しているなど、これらの住宅地供給による効果も見えてきてい

る。一方で、大規模な住宅地開発は、周辺地域に与える影響も大きいことから、これらを考慮するこ

とも重要である。 

・上記を踏まえ、引き続き、地域の状況や市の施策に応じて魅力的な住宅開発を誘導していく必要があ

る。 

〇子育て世帯にとって魅力的な住宅供給を誘導していくために、どのような手立てが有効か。 
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現行計画の目標３：ライフステージに応じて住み続けられる住まい・まちづくり 

■子育て世帯にとって魅力的な住宅開発の誘導について【再掲】 （P27） 

■子育て世帯等の受け皿としての中古住宅の活用・流通の促進について （P28） 

・大規模開発等により子育て世帯の定住化を促進する一方で、中古住宅を対象とした空き家改修補助等

の取組も実施している。市外から転入する子育て世帯の大半が持家を取得する中で、新たな住宅地の

供給が少ない本市で子育て世帯の定住化を継続的なものとするには、多様な既成市街地がそれぞれ子

育て世帯の受け皿となる必要がある。 

〇尼崎市の中古住宅成約状況が兵庫県内市区町でトップ２～４（戸建・マンションとも）である中で、中古住宅

のさらなる活用・流通をいかに進めていくか。 

■若年夫婦・子育て世帯に尼崎市の住宅を選んでもらうための方策について （P28） 

・30歳代の子育て世帯の転出傾向はここ数年でやや緩和されているものの、依然として転出の大半を占

めている。そのため、若年夫婦・子育て世帯が住まい選びの際に、まず尼崎市を選択肢として加えて

もらうことが必要である。 

〇市外の若年夫婦・子育て世帯に対して、尼崎市の住まいや住環境に関する情報を効果的に発信するため

に、どのような手立てが考えられるか。 

・市内の多くの地域において徒歩圏内に生活利便施設は充実しており、市外への交通利便性にも優れる

ことから、市内の賃貸住宅に住む若年夫婦・子育て世帯に対しては、住宅取得の際にも市内の住宅を

選んでもらえるようにしていくことが必要である。 

〇賃貸住宅に住む若年夫婦・子育て世帯に、住まい・まちに愛着を持ってもらうためにどのような手立てがある

か（コミュニティ賃貸やカスタマイズ賃貸など、まちとの関わりなどを育むことができる住まい方の普及な

ど）。 

■子育て世帯にとって魅力的な住宅開発の誘導について【再掲】 （P30） 

■高齢者が住み慣れた地域に住み続けながら ニーズに応じた住まい方を実現できる環境整備について 

（P33） 

・団塊の世代の高齢化等を背景に、高齢者世帯が年々増加している中で、高齢期を施設ではなく、住み

慣れた自宅やサービス付き高齢者向け住宅などの住宅で過ごす住まい方が定着しつつある。その他に

も、シェアハウスやコレクティブハウジングなど多様な住まい方が全国的にも見られるようになって

いる。 

・高齢者がニーズに応じた住まい方を実現しながら、住み慣れた地域に住み続けられるように、地域の

中の住まいの選択肢を充実させていくことが重要である。 

・介護が必要になってからではなく、体力や気力・金銭面でも余裕のある“プレ高齢期（50～64 歳）”

の段階で、高齢期の住まい方を選択し、自宅のバリアフリー改修などの備えや住み替え等を行うこと

も求められる。 
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〇サービス付き高齢者向け住宅は年々増加しているが、今後の本市におけるサービス付き高齢者向け住宅の

誘導（立地や規模等）をどのように考えるか。 

〇高齢期の住まい方として、シェアハウス等の新たな住まい方の展開可能性をどう考えるか。 

〇高齢者のニーズに応じた住み替えを促進するためには、どのような取組を進めていくべきか。 

  特に “プレ高齢期”での住み替えを円滑に進めるためにどのような手立てが有効か（“プレ高齢期”から住

み替えられる高齢者向けの住宅の供給など）。

〇高齢者が住み替えた後の住宅（特に戸建住宅）を、ファミリー世帯向けの住宅等として円滑に流通・活用す

るためにはどのような手立てが有効か。 

■高齢者が自宅で住み続けるための方策について （P35） 

・高齢単身世帯や高齢夫婦世帯などの高齢者のみ世帯が増加する中で、介護が必要になっても自宅で住

み続けたいニーズは高いことから、在宅での介護対応や孤立化防止などの課題への対応が必要である。 

・特に尼崎市は、持家だけでなく、民間賃貸住宅に住む高齢者世帯も比較的多い中で、これらのバリア

フリー改修・在宅介護に対応した住宅改造を進めていくことが求められる。 

〇介護が必要になっても持家や民間賃貸住宅で住み続けるために、どのような取組を進めていくべきか。 

■民間事業者の提案による市営住宅建替事業を契機とした居住環境の整備について （P35）【⇒目標４】 

■高齢者が自宅で住み続けるための方策について【再掲】 （P36） 
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現行計画の目標４ 住宅困窮者の居住安定に配慮した住まい・まちづくり 

■民間事業者の提案による市営住宅建替事業を契機とした居住環境の整備について （P40） 

・市営住宅建替のような規模の大きな公共施設整備は、高齢化等が進む地域にとっては地域活性化の契

機につながるものであり、従来の建替や余剰地活用にとどまらない事業展開により政策効果を高めて

いくことが求められる。 

〇民間事業者の提案による市営住宅建替などの動きを拡げていく中で、地域コミュニティ活性化やまちづくり

などをどのように支援していくべきか。また、支援に資する建替事業のあり方はどのようにしていくべきか。 

■民間賃貸住宅のセーフティネット活用の推進について （P43） 

・全国的にも居住支援団体・サービスの充実や生活保護世帯の代理納付など、民間賃貸住宅オーナーの

住宅困窮者の入居に対する抵抗感・不安感を払しょくし、住宅困窮者が民間賃貸住宅に入居・居住し

やすい環境整備が進められている。 

・一方、尼崎市は古い民間賃貸住宅の割合が高く、これらの住宅が住宅困窮者の受け皿となっていると

考えられる中で、老朽化による建替・除却によりこれらの受け皿が減少することが考えられる。 

〇「低所得者の増加」⇔「低所得者向けの住宅（古い長屋や文化住宅など）の減少」に対して、住宅政策としてどの

ような取組を進めていくべきか。 

〇住宅困窮者への対応を進めるために、重点的に取り組むべき方策はなにか。 

 （住宅セーフティネット制度の PR／家賃保証・連帯保証などの居住支援の充実／地域の見守り等の体制の

構築／相談窓口の整備／民間賃貸住宅ストックの質の確保・維持管理（バリアフリー化等）など） 

横断的な目標 市民自らが考え選択できる協働の住まい・まちづくり 

■今後のすまいづくり支援会議のあり方について （P44） 

・事業者のプラットホームとしてすまいづくり支援会議が設立され、市と共同企画のイベントの実施な

どの取組を行ってきたが、最近は年に数回程度開催するに留まっている。すまいづくり支援会議の役

割や構成員・協議内容などの再整理が求められる。 

〇今後のすまいづくり支援会議のあり方をどのように考えるべきか。 

■公民連携による空き家の活用等による地域活性化方策について （P44） 

・施政方針で掲げられている「シチズンシップの向上」「シビックプライドの醸成」の実現には、市民・

活動団体の主体的な取組を下支えする支援策が必要である。 

・特に空き家率が高い尼崎市では、①ストック数⇔世帯数の差を埋める、②市民の生きがい・やりがい

づくり、③コミュニティづくり 等の観点から、公民連携による空き家の活用等による地域活性化が

一つの有効方策となり得る。 

〇公民連携による地域活性化方策のあり方について、住宅政策としてどのように考えるべきか（空き家の多様

な利活用を進める等）。 


